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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

「『生きる』を増やす。爆発的に。」というミッションの下、株主をはじめとしたステークホルダー（従業員、取引先、罹患者、債権者、地域社会等）の
皆様の利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えております。そのためには、当社事業が安定的かつ永続的な発展を果たすこと
が不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題で
あると認識し、積極的に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

鍵本　忠尚 24,868,000 48.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,522,400 4.92

株式会社ニコン 1,537,400 3.00

大日本住友製薬株式会社 1,500,000 2.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,313,000 2.56

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,286,070 2.51

BBH FOR MATTHEWS ASIA GROWTH FUND 980,300 1.91

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 967,000 1.89

THE BANK OF NEW YORK 133652 666,500 1.30

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 596,300 1.16

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 12月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員

数
100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 4名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

マイケル・アルファント 他の会社の出身者

成松　淳 公認会計士

樫井　正剛 他の会社の出身者

グレゴリー・ボンフィリオ 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会

マイケル・ア
ルファント

　 　 　 ○ ―――

マイケル・アルファント氏は、多国籍企業の会
社経営全般に関して豊富な経験を有しており、
中立的な立場で助言や提言を行うことで経営
監視機能の強化を担っております。東京証券
取引所が定める独立性の要件を満たしており、
一般株主との利益相反が生じる恐れがないと
判断したことから、独立役員に指定いたしまし
た。



成松　淳 ○ ○ ○ ○ ―――

成松淳氏は、公認会計士として企業会計に関
する豊富な知識と会社経営全般に関して豊富
な経験を有しており、当社の監査体制の強化を
担ってきたことから、今後はその豊富な経験や
知識を当社の経営の監督に活かしていただけ
るものと考えております。東京証券取引所が定
める独立性の要件を満たしており、一般株主と
の利益相反が生じる恐れがないと判断したこと
から、独立役員に指定いたしました

樫井　正剛 ○ ○ ○ ○ ―――

樫井正剛氏は、製薬企業における国内外での
豊富な経験を有しており、当社の経営監視機
能の強化とともに監査体制の強化を担ってきた
ことから、今後はその豊富な知識や経験を当社
の経営の監督に活かしていただけるものと考え
ております。東京証券取引所が定める独立性
の要件を満たしており、一般株主との利益相反
が生じる恐れがないと判断したことから、独立
役員に指定いたしました。

グレゴリー・
ボンフィリオ

　 ○ 　 ○ ―――

グレゴリー・ボンフィリオ氏は、弁護士としての
豊富な経験と専門知識を有しており、その経験
を当社のコーレポートガバナンスの強化に活か
していただけるものと考えております。東京証
券取引所が定める独立性の要件を満たしてお
り、一般株主との利益相反が生じる恐れがない
と判断したことから、独立役員に指定いたしまし
た。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 3 0 1 2 社内取締役

報酬委員会 4 0 1 3 社外取締役

監査委員会 3 1 1 2 社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数 7名

兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

鍵本　忠尚 あり あり ○ ○ なし

澤田　昌典 なし なし × × なし

田村　康一 なし なし × × なし

西山　道久 なし なし × × なし

リチャード・キンケイド なし あり × × なし

ディビット・スミス なし あり × × なし

安倍　浩司 なし なし × × なし

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査委員会の要請に応じ、監査委員会の職務を補助すべき
取締役又は内部監査委員会等に所属する使用人に必要に応じて監査業務を補助させます。



監査委員会の職務を補助すべき取締役又は監査業務の補助を命ぜられた使用人は、当該監査業務の補助に関しては、監査委員会の指示に従
うものとし、執行役及び所属する部署の管理職の指揮命令を受けないものとします。監査委員会は、当該取締役及び使用人の業務執行者からの
独立性の確保に努めるとともに、その権限、属する組織及び人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査委員会の同意権並びに監査委員会
の指示権限の明確化などを必要に応じ検討します。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、業務の適正な運営や不正防止を図ること等を目的として、社長直轄の独立した内部監査委員会を設置しており、内部監査に関する基本
事項を定めた「内部監査規程」に基づく業務監査の方針により法令、定款及び規程の遵守状況を検証しております。

内部監査委員会は、事前に執行役社長により承認された内部監査計画書に基づき会社全体をカバーする業務監査を実施し、適時・適切な改善を
促し、フォローアップを行うことにより内部統制の維持改善に努めております。さらに、監査委員との間でも情報共有及び意見交換により随時連携
を取り、監査の実効性の強化を図ります。

監査委員は監査委員会の構成員であるとともに取締役会、執行役会、その他重要な会議への出席、会社財産及び業務の調査、代表執行役社長
との定期的な面談等を通じて執行役の業務執行を監視し、実効的な監査を実施いたします。

また、内部監査委員会に所属する使用人に必要に応じて監査業務を補助させるとともに、内部監査委員会及び会計監査人それぞれと随時情報
及び意見の交換を行うなどの連携を行い、監査の有効性及び効率性を高めます。

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及び当社の会計監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関
係はありません。また当社は、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供
するための会計処理方法、開示方法の相談等、緊密な情報交換を行っております。さらに会計監査人は、監査委員との間でも随時会計監査の経
過及び結果等に関する情報を共有して意見を交換することで、より実効的な会計監査の実施を図ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、業績向上に対する意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。各付与者への支給水準は、当社業績への
貢献度・職責度を勘案して決定しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、執行役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、発明者を中心とする当社の社外協力者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、ストックオプション制度
を導入しております。

【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

（個別の執行役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告にて、報酬総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、当社の掲げるミッションである「『生きる』を増やす。爆発的に。」の実現に向け、優秀な経営人材の確保及び当社の企業価値の向上のた
めの動機付けを行うことを目的とした役員報酬を決定することを報酬委員会の基本方針としています。



報酬委員会は、3名の社外取締役及び1 名の代表執行役を兼務する取締役から構成され、委員長は社外取締役が務めています。報酬の内訳は

現金報酬を基本とし、長期的視点に立った持続的成長の実現に寄与するものとして、ストック・オプションをはじめとする株式型報酬等を付与する
場合もあります。また、事業の進捗に応じて、業績賞与の設定等についても検討してまいります。尚、退職慰労金は支給しておりません。

各取締役及び執行役の報酬の金額及び構成の具体的な決定は、経営の状況、各取締役または執行役の地位及び責務、また役員が活動・居住
する国における関係業界の報酬水準等も勘案し、第三者である外部調査機関の提供するデータベースより抽出した情報も参考として報酬委員会
が決定しております。当該情報は、優秀な経営人材の確保、維持を行うために、同業他社の報酬慣行その他の市場の要因についての知見を提供
するものです。

【社外取締役のサポート体制】

当社ではコーポレートコミュニケーション室が社外取締役の窓口となりサポートを行っております。

取締役会資料は事前送付し、必要な場合には社長あるいは執行役ＣＦＯより事前説明を実施するなど十分な情報提供を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監督と執行の分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化及び機動的な経営の推進、経営の透明性・客観
性の向上等を目的として、2018年３月28日開催の定時株主総会による承認を得て、指名委員会等設置会社に移行しております。当社の各機関等
の内容は以下のとおりであります。

（イ）取締役会

取締役会は、取締役８名（うち、社外取締役４名）で構成されており、少なくとも３ヶ月に１回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取
締役会を適宜開催いたします。取締役会では、法令、定款で定められた事項及び経営方針を含む重要な経営問題に関する審議・決定の他、事業
遂行を監督します。

（ロ）指名委員会

指名委員会は、取締役３名（うち、社外取締役２名）で構成されております。年１回の開催を原則とし、取締役の選任・再任・解任等に関する議案の
内容を決議します。

（ハ）監査委員会

監査委員会は、取締役３名（うち、社外取締役２名）で構成されており、毎月１回の開催に加え、必要に応じて臨時監査委員会を適宜開催いたしま
す。監査委員会では、常勤の監査委員を置くことができ、現在１名が常勤監査委員として選定されており、常勤監査委員は、内部監査委員会と緊
密に連携して、取締役・執行役の職務執行の状況を監査します。

なお、社外取締役である監査委員２名のうち、１名は上場製薬会社における企業監査の経験を有する者、１名は財務及び会計に関する知見を有
する公認会計士であり、その他の監査委員である取締役１名は弁護士であります。

（ニ）報酬委員会

報酬委員会は、取締役４名（うち、社外取締役３名）で構成されております。年１回の開催を原則とし、各取締役及び執行役の実績、功績、その他
会社への貢献度を勘案し、当社を取り巻く環境を考慮した上で、取締役及び執行役の報酬内容等を決定します。

（ホ）執行役会

当社は、執行役７名（うち、３名が取締役を兼務）から構成される執行役会を設定し、月１回の開催に加え、必要に応じて臨時執行役会を開催いた
します。業務執行の決定権限は幅広く取締役会から執行役会へ委任することにより、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図っております。

（ヘ）責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項の規定及び定款第27条第２項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会
社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定す
る額のいずれか高い額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、上記のとおり監督と執行の分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化及び機動的な経営の推進、経営の
透明性・客観性の向上等を目的として、2018年３月28日開催の定時株主総会による承認を得て、指名委員会等設置会社に移行しております。

取締役８名のうち４名は社外取締役であります。当社の研究開発・企業活動及び当社を取り巻く事業環境にも精通しており、踏み込んだ議論・助
言を行うことで、経営監督機能を強化しております。

また非業務執行取締役１名は弁護士であり、社外取締役にはさらに１名の弁護士及び１名の公認会計士を含みます。高次の知識・経験、情報に
基づく監督機能として十分に機能することが期待できるコーポレート・ガバナンス体制が構築されていると考えております。

一方当社では、７名の執行役に対して、業務執行の決定権限を幅広く委譲することにより、機動的な業務執行を可能としています。これらの取り組
みにより、コーポレート・ガバナンスの機能を高め、企業価値の向上を目指してまいります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定

株主総会は、当社決算期が12月であるため、他の上場企業の多くが株主総会を開催する
６月ではなく、３月が開催月となっております。このため一般的に言われる集中日の開催
は当然に避けられるものの、12月決算の他社の集中日を避けるとともに、株主が出席し
やすい場所を確保しております。

その他
当社IRウエブサイトにて発送日以前に招集通知を掲載し、株主総会の活性化及び議決権
行使の円滑化に関する施策を実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会を実施しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期及び年度決算終了後の決算説明会の定期的開催に加えて、期間
投資家・アナリストとの個別/スモールミーティングを行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページ内にIRウエブサイトを開設し、当社情報を速やかに発信でき
る体制を構築しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
コーポレートコミュニケーション室が中心となり、財務経理部と連携して担当し
ております。

その他
外国人投資家けの情報報提供のため、第２四半期及び年度決算終了後の決
算説明会の英語版を当社ホームページ内IRウエブサイトにて公開しておりま
す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は「適時開示マニュアル」において、「投資家、社会及びステークホルダー等に対して
事業・財務状況及び成果等の企業情報につき適時かつ適切な開示を行う」旨を定めてお
ります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対し、適時適切に企業情報を提供することが重要と認識して
おり、ホームページ及び適宜開催の会社説明会等を通じて情報提供を行っていく方針で
す。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するため、会社法第362条第４項第６号及び同条第５項の規定に基づき、内部統制システムの構築に関する基本方針
を決議し、必要な見直しを都度行うとともに、決議内容に基づく内部統制システムの整備を進めてまいりました。そして、指名委員会等設置会社へ
の移行に伴い、会社法第416条第１項第１号ロ及びホ並びに同条第２項の規定に基づき、以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方
針を決議したほか、組織関連規程、人事関連規程、経理関連規程、業務関連規程、総務関連規程を整備することにより業務上の権限と責任を明
確にしております。また、監査委員会及び内部監査委員会は、業務監査を通じて、内部統制システムの整備及び運用状況を定期的に検証いたし
ます。

ａ．執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

執行役会は、コンプライアンス体制の基礎として制定した「ヘリオスグループ　コンプライアンス基本方針」をはじめ、「コンプライアンス規程」及び
「ヘリオスグループ　コンプライアンス行動規範」に基づき、執行役及び使用人にコンプライアンスの実践を求めます 。

執行役及び使用人は、当社の定めた諸規程に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行います。

中立・独立の社外取締役である監査委員を含む監査委員会により、監査の充実を図ります。

法務部をコンプライアンスの推進に従事すべき部署とするとともに、内部監査を担当する内部監査委員会を設置して、執行役及び使用人の教育、
コンプライアンスの状況の監査等を行います。

内部監査委員会は、法令等遵守状況についての監査を定期的に実施し、その結果を執行役社長及び監査委員会に報告します。

ｂ．執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

執行役の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む。）の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書管理規程」及
び適用法令に基づき、適正な保存及び管理を行います。

また、取締役及び執行役はこれらの文書を常時閲覧できるものとします。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスクマネジメント規程」をはじめとする諸規程を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因の洗い出しに取り組むとともに、それ
ら要因への対応力を強化します。人事総務部を全社的なリスクマネジメントの統括部とし、各部署におけるリスクマネジメントの適正化を図ります。

さらに、「リスクマネジメント基本方針」に基づき、リスクマネジメントに関する社内ルール化、文書化、研修・教育の実施を推進することを通じ、当社
の経営に対するリスクの軽減を図ります。

ｄ．執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、法令の定める範囲内において、業務執行の決定を幅広く執行役に委任することにより、迅速かつ機動的に重要事項の意思決定を行
える体制を構築します。

取締役会の委任に基づく審議・決定機関として、執行役により構成される執行役会を設置し、情報及び意見の交換を促進することにより、迅速か
つ効率的な職務の執行に努めます。取締役会及び執行役会それぞれの運営及び付議事項等を定めた「取締役会規程」及び「執行役会規程」を制
定します。また、社内の指揮命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定しま
す。

ｅ．当社、親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社等を設立する場合には、企業集団における業務の適正確保のための所要の体制を構築します。

ｆ．監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項並びにその取
締役及び使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項

監査委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査委員会の要請に応じ、監査委員会の職務を補助すべき
取締役又は内部監査委員会等に所属する使用人に必要に応じて監査業務を補助させます。

監査委員会の職務を補助すべき取締役又は監査業務の補助を命ぜられた使用人は、当該監査業務の補助に関しては、監査委員会の指示に従
うものとし、執行役及び所属する部署の管理職の指揮命令を受けないものとします。監査委員会は、当該取締役及び使用人の業務執行者からの
独立性の確保に努めるとともに、その権限、属する組織及び人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査委員会の同意権並びに監査委員会
の指示権限の明確化などを必要に応じ検討します。

ｇ．取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制、その他の監査委員会への報告に関する
体制及び監査委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査委員に報告しなければなりません。

取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人は、他の役員及び使用人の法令違反行為を知ったときは、「コンプライアンス規程」に
従い速やかに監査委員会に通報します。かかる通報は匿名でも受け付けるものとし、また、口頭、電話、郵便等いかなる方法でも行いうるものとし
ます。通報を受けたときは、執行役社長が速やかに事実関係の調査を行うものとし、この調査にあたっては通報者のプライバシーに十分配慮しな
ければなりません。

監査委員会は、内部統制システムの構築及び運用の状況についての報告を執行役に対して定期的に求めるほか、内部統制上の組織・規程・手
続等の諸制度に変更があった場合にも執行役に対して報告を求めます。

ｈ．子会社の取締役、使用人等の親会社監査委員会に対する報告に係る体制

子会社を設立する場合には、子会社の取締役、使用人等が当社監査委員会に報告をするための適切な体制を整備します。

ⅰ．監査委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

監査執行上必要と認められる費用については、監査委員が予算を提示し、監査委員会においてこれを決議します。

ｊ．その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

「監査委員会規程」及び適用法令に基づき、監査委員会を原則として月１回開催し、さらに必要があるときは随時開催することで、適時に監査委員
間における情報共有及び意見交換を実施し、監査の実効性を確保します。監査委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するた
め、必要に応じ執行役会その他の重要な会議に出席するほか、内部監査委員会及び会計監査人と随時情報及び意見の交換を実施します。また
監査委員は、業務執行に関する重要な書類を閲覧し、執行役又は使用人に対しその説明を求めることができます。

　　　　　　　



ｋ．反社会的勢力の排除に向けた体制

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応します。

役員及び使用人に対し、反社会的勢力の排除に向けた社内体制等及び関連法令の周知徹底を図ります。また、「反社会的勢力対策規程」に基づ
き、反社会的勢力への対応に係る最高責任者及び防止責任者を選任するとともに、同規程及び「反社会的勢力調査マニュアル」に基づく取引先
等の確認調査を法務部において実施します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応するため、「反社会的
勢力対策規程」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を制定しており、全役職員が本規程を順守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




